
 
令和４年１１月１１日 

 

神埼市建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います 

 
「神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領」（以下、「要領」という。）に

より、神埼市指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止を行います。 

 

記 

 
［西日本電信電話株式会社］ 
１ 指名停止対象事業者、登録業種及び指名停止期間 

対象業者：西日本電信電話株式会社 

 代表取締役社長 森林正彰  

（大阪府大阪市都島区東野田町４－１５－８２） 

登録業種：電気通信工事、物品 

期  間：令和４年１１月１１日～令和５年２月２４日（３．５ヶ月） 

 

２ 指名停止の理由 

広島県教育委員会が発注する特定コンピュータ機器の賃貸において、遅く

とも平成２９年７月１４日以降、同じく、広島市が発注する特定コンピュー

タ機器の納入及び賃貸において、遅くとも平成２８年５月２０日以降、独占

禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていた

として、令和４年１０月６日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けた

ため。 

 

３ 指名停止期間の根拠 

別表第２第６号（独占禁止法違反行為）に該当する。 

  指名停止期間については３．５ヶ月とする。 

 

４ 令和２年・３年度受注実績 

  令和２年度 ３件 

  令和３年度 １件 
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［株式会社大塚商会］ 
１ 指名停止対象事業者、登録業種及び指名停止期間 

対象業者：株式会社大塚商会 

代表取締役社長 大塚裕司 

（東京都千代田区飯田橋２－１８－４） 

登録業種：物品 

期  間：令和４年１１月１１日～令和５年２月２４日（３．５ヶ月） 

 

２ 指名停止の理由 

広島県教育委員会が発注する特定コンピュータ機器の賃貸において、遅く

とも平成２９年７月１４日以降、同じく、広島市が発注する特定コンピュー

タ機器の納入及び賃貸において、遅くとも平成２８年５月２０日以降、独占

禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていた

として、令和４年１０月６日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けた

ため。 

 

３ 指名停止期間の根拠 

別表第２第６号（独占禁止法違反行為）に該当する。 

  指名停止期間については３．５ヶ月とする。 

 

４ 令和２年・３年度受注実績 

  令和２年度 なし 

  令和３年度 なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［中外テクノス株式会社］ 
１ 指名停止対象事業者、登録業種及び指名停止期間 

対象業者：中外テクノス株式会社 

代表取締役 福馬聡之 

（広島県広島市西区横川新町９－１２） 

登録業種：建設コンサルタント（廃棄物、鋼構造及びコンクリート、建設環

境） 

期  間：令和４年１１月１１日～令和５年４月１０日（５ヶ月） 

 

２ 指名停止の理由 

広島市が発注する特定コンピュータ機器の納入及び賃貸において、遅くと

も平成２８年５月２０日以降、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）

の規定に違反する行為を行っていたとして、令和４年１０月６日に公正取引

委員会から違反事実の認定を受けたため。 

 

３ 指名停止期間の根拠 

別表第２第６号（独占禁止法違反行為）に該当する。 

  指名停止期間については５ヶ月とする。 

 

４ 令和２年・３年度受注実績 

  令和２年度 なし 

  令和３年度 なし 
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